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�愛媛県告示第１０１１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、東温市長から次のとおり公共測量を実

施する旨の通知があった。

令和５年９月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量、水準測量、現地測量、路

線測量、河川測量）

２ 作業期間 令和５年９月１日から

令和６年３月２２日まで

３ 作業地域 東温市北野田

�愛媛県告示第１００９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和５年９月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０１０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和５年９月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

ドラッグセイムス八幡浜
江戸岡薬局

八幡浜市江戸岡１丁目４
番２号 株式会社西日本セイムス 宇和島市和霊町１２１１番地 代表取締役

谷 康 浩
精神通院医療（薬
局）

令和５年
９月１日

マック�米調剤薬局 松山市来住町１４４８番地１ 株式会社大屋 西条市西田甲５９０番地２ 代表取締役
伊 藤 慎太郎

精神通院医療（薬
局）

令和５年
９月１日

フロンティア薬局北斎院
店

松山市北斎院町４８５番地
１ 株式会社フロンティア 大阪府大阪市淀川区宮原

三丁目５番３６号
代表取締役
重 森 裕 之

精神通院医療（薬
局）

令和５年
９月１日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

株式会社ＧＥＴ 大阪府岸和田市春木若松
町１－２８

代表取締役
仲 程 祐 輔

訪問看護ステーションま
じゅん愛媛

西条市三津屋東３２番９
ＢＡＳＩＣ４０３号 精神通院医療 令和５年

９月１日

有限会社創夢会 松山市松ノ木２丁目６９６
－７

代表取締役
菊 池 伸 一

訪問看護ステーションミ
ルフィーユ

松山市松ノ木２丁目６９６
－７ 精神通院医療 令和５年

９月１日

毎週（火・金）曜日発行 第４４４号 令和５年９月１９日
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公 告

�愛媛県告示第１０１２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量を実施する旨の通知があった。

令和５年９月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量、路線測量（横断測量、敷

地測量））

２ 作業期間 令和５年９月４日から

令和６年２月２９日まで

３ 作業地域 松山市東垣生町、古川西、古川南、余戸中、余戸

西、余戸東、余戸南地内

西条市小松町新屋敷地内

四国中央市川之江町長須地内
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�愛媛県告示第１０１３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、東温市長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

令和５年９月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 令和４年３月２０日から

令和５年２月２８日まで

３ 作業地域 東温市牛渕

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和５年９月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

伸縮式屋根付き通路の購入

� 購入物品名及び数量

伸縮式屋根付き通路 一式

（使用に当たり必要な運搬、搬入、調整、説明等一式を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書等による。

� 納入期限

令和６年３月２２日（金）

� 納入場所

松山港（外港地区） 外港第１ふ頭２号岸壁及びその背後地

（ＳＯＬＡＳ区域内）（愛媛県松山市海岸通１４５１地先）

� 入札方法

ア 入札は、紙入札とする。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から７年度の製造の請負等に係

る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次

の事項に該当するもの

なお、入札資格を有しない者が、本件入札に参加を希望すると

きは、資格審査を求める申請書類を�に掲げる場所に提出し、開
札日までに、上記資格を得ること。

�ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当しない者であること。

イ 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されて

いることを証明した者であること。

ウ ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの
間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者である

こと。

エ 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり

円滑に実施できる者であること。

オ 緊急時に速やかに対応できるものであること。

� 資格審査に関する照会先並びに申請書提出先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９４１―２１１１（代表） （０８９）９１２―２１５６（直通）

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県 土木部 河川港湾局港湾海岸課計画係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

�愛媛県告示第１０１４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和５年９月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２）第５２８６号 令和２年
６月１６日 �山下英建設 山下 哲治 松山市古川北１－２０－７ 令和５年

８月１日
土木工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１）第１８２９８号 令和元年
７月１日 みやまリビング� 山本 周亮 松山市三津２－３－１１ 令和５年

８月９日
建築工事業
大工工事業

建設業の廃止
（一部）
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電話（０８９）９１２―２６９２

� 入札書の受領期限

令和５年１０月３１日（火）午前９時から１１月１日（水）午前９

時５９分まで

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所又は愛媛県ホームページからのダウンロード
� 開札の日時及び場所

令和５年１１月１日（水）午前１０時

愛媛県庁 第一別館４階 土木部会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：令和５年１０月３０日（月）正午まで

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� 契約の成立

本件入札は、令和５年度９月補正予算を審議する愛媛県議会

において、当該予算の成立を条件として実施するものであり、

当該予算成立以降の契約の成立とする。

� その他

ア 契約保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条か

ら第１５４条までの規定による。

イ 入札書の提出方法

紙入札は、入札書を直接提出すること。

ウ 詳細は、入札説明書による。

５ summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

Retractable covered walkway，complete set．

� Time limit of tender：９：５９ a．m．，１ November２０２３

� For further information，please contact： Planning Section，

Harbo r and Sho re D i v i s i on， R i ve r and Harbo r，

Subdepartment，Public Works Department，Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama City，Ehime

Prefecture，JAPAN７９０―８５７０

TEL０８９―９１２―２６９２

令和５年９月１９日 発行


